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徳島県林地開発許可基準 

  

平成 17 年３月 31 日付け森第 1108 号 

[改正] 令和８年４月１日付け森第 28 号 

 
 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号。以下「法」という。）第 10 条の２に規定する開発

行為の許可に係る申請に当たっては、本基準で掲げる要件を満たすものであることとす

る。 

 
 

第１ 一般的事項 

 

１ 事業の確実性  
 

次の事項の全てに該当し、申請に係る開発行為を実施することが確実であること。 
 

（１）計画内容の具体性 

開発行為に関する計画の内容が具体的であり、許可を受けた後、遅滞なく、申

請に係る開発行為を実施すること。 
 

（２）開発行為に関する同意 

開発行為に係る森林につき開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者*1 の相

当数の同意を申請者が得ていること。 
 

   ［注］「相当数の同意」とは、開発行為に係る森林について開発行為の妨げとなる権利

を有する全ての者の３分の２以上から同意を得ており、その他の者についても同意

を得ることができると認められる場合をいう。ただし、開発行為を着手するにあたっ

ては、全ての権利者から同意を得ておくこと。 
 

（３）法令の許認可 

開発行為又は開発行為に係る事業の実施について法令等による許認可等を必

要とする場合にあっては、当該許認可等がなされているか、又はそれが確実であ

ること。 

なお、法以外の関係法令等において本許可基準を超える制限が設けられている

場合には、関係法令の基準を適用するものとする。 
 

 
*1 開発行為に係る森林について、所有権、永小作権、地上権、貸借権、質権、抵当権、先

取特権等を有する者のほか、土地が保全処分の対象となっている場合には、その保全処

分をした者を含む。 
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（４）申請者の信用 

申請者に開発行為を実施するために必要な信用及び資力があること。 

 

２ 必要最小限の規模 
 

開発行為に係る土地の面積が、当該開発行為の目的実現に必要な最小限度の面積

であること（法令等によって面積に係る基準が定められている場合には、これによ

るものであること）。 

 

３ 計画の適性 
 

開発行為の計画が大規模かつ長期にわたるものの一部についての許可の申請で

ある場合にあっては、全体計画との関連が明らかであること。 

 

４ 開発行為の一体性 
 

   開発行為の規模は、開発行為の許可制の対象となる森林における土地の形質を変

更する行為で、実施主体、実施時期又は実施箇所の規模にかかわらず一体性を有す

るものの規模をいい、総合的に判断する。なお、開発行為の一体性に係る総合的な

判断については、次に掲げる場合を目安に、個々の状況に応じて判断するものとす

る。 

（１）実施主体の一体性 

    個々の箇所の行為者の名称などの外形が異なる場合であっても、開発行為を行

う会社間の資本や雇用等の経営状況のつながり、開発後の運営主体や施設等の管

理者、同一森林所有者等による計画等から同一の事業者が関わる開発行為と捉え

られる場合 

（２）実施時期の一体性 

    時期の重複又は連続があるなど個々の開発行為の時期（発電施設の場合は、

個々の設備の整備時期や送電網への接続時期）からみて一連と捉えられる計画性

がある場合 

（３）実施箇所の一体性 

    個々の事業で必要な工事用道路や排水施設等の設置が共用されている場合（共

用を前提として整備することを計画している場合を含む）や局所的な集水区域内

で排水系統を同じくする場合 

（４）太陽光発電等の再生可能エネルギー発電設備の設置を目的とする開発の一体性 

    上記のほか、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成

23 年法律第 108 号）に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報等を

活用するなどして、許可の対象となる開発行為の補足・把握に努めた上でその一
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体性を判断する。 

 

５ 開発行為後の措置 
 

（１）開発行為により森林を他の土地利用に一時的に供する場合には、利用後におけ

る原状回復等の事後措置が適切に行われること。 

 

（２）開発行為の完了後においても維持すべき防災施設等の維持管理の方法について、

同様に計画書に記載されていること。 
 

［注］「現状回復等の事後措置」とは、開発行為が行われる以前の現状に回復するこ

とに固執することでなく、植林の実施等を含めて従前の効用を回復するための措

置をいう。 
 

   ［注］「太陽光発電施設の設置」を目的とした開発行為については、太陽光発電事業終

了後の土地利用の計画が立てられており、太陽光発電事業終了後に開発区域につい

て現状回復等の事後措置を行うこととしている場合は、植栽等、設備撤去後に必要な

措置を講ずるものであること。 

 

６ 森林施業への配慮 
 

開発行為が周辺の地域の森林施業に著しい支障を及ぼすおそれがないように適

切な配慮がなされていること。 
 

［注］開発行為により道路が分断される場合には、代替道路の設置計画が明らかであ

り、開発行為対象箇所の奥地における森林施業に支障を及ぼすことのないように

配置されていること等が該当する。 

 

７ 地域への配慮 
 

開発行為に係る事業の目的に即して土地利用が行われることによって周辺の地

域における住民の生活及び産業活動に相当の悪影響を及ぼすことのないように適

切な配慮がなされること。 
    

［注］開発行為に係る事業の実施に伴い地域住民の生活環境の保全を図る必要がある

場合において、申請者が関係地方公共団体等との間で環境の保全に関する協定を

締結していること等が該当する。 

 

８ 森林等の維持管理 
 

開発行為をしようとする森林の区域内に残置し、若しくは造成した森林又は緑地

が善良に維持管理されること。 

この場合において、「開発行為をしようとする森林の区域」とは、別紙１の「用
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語の説明及び関係」による。以下、本基準で用いる用語の意味等については、別紙

１による。  
 
 

［注］「善良に維持管理されること」とは、残置し、若しくは造成する森林又は緑地

につき申請者が権原を有していることを原則とし、地方公共団体との間で森林又

は緑地の維持管理につき協定が締結されていること等をいう。この場合において、

開発行為をしようとする森林の区域内に残置し、又は造成した森林については、

少なくとも開発行為の終了後５年間は保全を図るとともに、保安林制度等の適切

な運用によりその保全又は形成に努めるものとする。 

 
 

第２ 災害の防止の要件（法第 10 条の２第２項第１号関係事項） 

 

当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、

当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災

害を発生させるおそれがないこと。 
  

１ 土砂の移動 
 

開発行為が原則として現地形に沿って行われること及び開発行為による土砂の

移動量が必要最少限度であること。 

（１）開発区域内及びその周辺で土量の均衡が図られるように計画すること。 

（２）土砂の移動が周辺に及ぼす影響が比較的大きいと認められる開発における移動

量は、次による。 

  ア スキー場の滑走コースに係る切土量 １ha 当たりおおむね 1,000ｍ3以下 

   イ ゴルフ場の造成に係る切土量、盛土量 それぞれ 18 ホール当たりおおむね

200 万ｍ3以下 

 

２ 太陽光発電設備の設置 
 

「太陽光発電設備の設置を目的とする行為」は、太陽光を電気に変換する設備の

設置を目的とするものであって、当該設備に付帯する設備の設置を目的とするもの

を含む。 

開発行為が原則として現地形に沿って行われること及び開発行為による土砂の

移動量が必要最小限度であること。 

（１）太陽光発電設備を自然斜面に設置する区域の平均傾斜度が 30 度以上である場

合には、土砂の流出又は崩壊その他の災害防止の観点から、可能な限り森林土壌

を残した上で、擁壁又は排水施設等の防災施設を設置すること。 

    ただし、太陽光発電設備を設置する自然斜面の森林土壌に、崩壊の危険性の高

い不安定な層がある場合は、その層を排除した上で、防災施設を設置すること。 
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（２）自然斜面の平均傾斜度が 30 度未満である場合でも、土砂の流出又は崩壊その

他の災害防止の観点から、必要に応じて、適切な防災施設を設置すること。 

 

３ 切土、盛土又は捨土 
 

切土、盛土又は捨土（以下「切土等」という。）を行う場合には、次により適切

に措置すること。 

ア 工法は、法面の安定を確保するものであること。 

イ 捨土が適切な箇所で行われること。 

ウ 切土等を行った後に法面を生ずるときは、その法面の勾配が地質、土質、法

面の高さからみて崩壊のおそれのないものであり、かつ、必要に応じて小段又

は排水施設の設置その他の措置をすること。 
 

（１）工法等 

ア 切土は、原則として階段状に行う等法面の安定を確保すること。 

イ 盛土は、必要に応じて水平層にして順次盛り上げ、十分な締固めを行うこと。 

ウ 土石の落下による下斜面等の荒廃を防止する必要がある場合には、柵工の実

施等の措置をすること。 

エ 大規模な切土又は盛土を行う場合には、豪雨、融雪等により災害が生ずるお

それのないように工事時期、工法等について配慮すること。 
 

（２）切土 

ア 法面の勾配は、地質、土質、切土高、気象及び近傍にある既往の法面の状態

等を勘案して、表１を参考として現地に適合した安全なものとすること。 

イ 切土高が 10ｍを超える場合には、原則として高さ５ｍないし 10ｍごとに幅

１ｍ以上の小段を設置するほか、必要に応じて排水施設を設置する等崩壊防止

の措置をすること。 

［注］ア、イの要件は、採石法（昭和 25 年法律第 291 号）が適用される場合におい

ては、「採石技術指導基準」（経済産業省資源エネルギー庁）によることを妨げ

ない。 

ウ 切土を行った後の地盤に滑りやすい土質の層がある場合には、その地盤に滑

りが生じないように杭打ちその他の措置をすること。 

エ 隣地境界線から表土を除去する法肩までの水平距離（保全距離）はおおむね

５ｍ以上確保すること。（下図参照） 
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[表１］切土に対する標準法面の勾配 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

地 山 の 土 質 切土高 勾 配 

硬 岩   １：0.3～１：0.8 

軟 岩   １：0.5～１：1.2 

  砂 密実でない粒度分布の悪いもの  １：1.5～ 

砂 質 土 

 

 

 

密実なもの 

 

５ｍ以下 １：0.8～１：1.0 

５～10ｍ １：1.0～１：1.2 

密実でないもの 

 

５ｍ以下 １：1.0～１：1.2 

５～10ｍ １：1.2～１：1.5 

砂利又は岩塊混じり

砂質土 

 

 

密実なもの、又は粒度分布の 

よいもの 

10ｍ以下 １：0.8～１：1.0 

10～15ｍ １：1.0～１：1.2 

密実でないもの、又は粒度分布 

の悪いもの 

10ｍ以下 １：1.0～１：1.2 

10～15ｍ １：1.2～１：1.5 

粘性土、シルト  10ｍ以下 １：0.8～１：1.2 

岩塊又は玉石混じり 

粘性土 

 

 

５ｍ以下 １：1.0～１：1.2 

５～10ｍ １：1.2～１：1.5 
 

［注］土質構成等により単一勾配としないときの切土高及び勾配の考え方は、下図による。 

 

 

 

 

（３）盛土 

ア 法面の勾配は、盛土材料、盛土高、地形、気象及び近傍にある既往の法面の

状態等を勘案して、表２を参考として現地に適合した安全なものとすること。 

イ 一層（30cm 以下）ごとに締固めが行われるとともに、必要に応じて雨水その

他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の設置等の措置が講ぜられ

ていること。 

ウ 盛土高が５ｍを超える場合には、原則として高さ５ｍごとに幅１ｍ以上の小

段を設置するほか、必要に応じて排水施設を設置する等崩壊防止の措置をする

こと。 
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エ 盛土が滑り、ゆるみ、沈下し、又は崩壊するおそれがある場合には、盛土を

行う前の地盤の段切り、地盤の土の入れ替え、埋設工の施工、排水施設の設置

等の措置をすること。 

オ 勾配が表２の基準を超える場合には、保全対象により、次に示す安全率以上

とした円弧すべり等について検討すること。 

ａ 農地、林地が主体の場合 1.10 以上 

ｂ 市町村道が主体の場合 1.15 以上 

ｃ 民家、公共施設、県道、国道が主体の場合 1.20 以上 

   

［表２］盛土材料及び盛土高に対する標準法面勾配 
 

 

［注］盛土高とは、法肩と法尻の高低差をいう。（下図参照） 
 

 

 

（４）捨土 

ア 捨土は、土捨場を設置し、土砂の流出防止措置を講じた上で行うこと。この

場合における土捨場の位置は、急傾斜地、湧水の生じている箇所等を避け、人

家又は公共施設との位置関係を考慮して選定すること。 

イ 法面の勾配の設定、締固めの方法、小段の設置、排水施設の設置等は盛土に

準じて行うこととし、土砂の流出のおそれがないよう措置すること。 

 

４ 法面の崩壊防止 
  

切土等を行った後の法面の勾配が２によることが困難である若しくは適当でない

盛土材料 盛土高 勾配 摘要
粒度の良い砂（S）、礫及び細粒分混
じり礫（G）

５ｍ以下 １：1.5～１：1.8

粒度の悪い砂（SG）
岩塊（ずりを含む）

砂質土（SF）、硬い粘質土、硬い粘土
（洪積層の硬い粘質土、粘土など）

５ｍ以上 １：1.8

基礎地盤の支持力が十分
にあり、浸水の影響のな
い盛土に適用する。
（　）の統一分類は代表
的なものを参考に示す。
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場合又は周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合には、擁壁の設置その他の法

面崩壊防止の措置を適切に講ずること。 
 

（１）擁壁の設置 

次に該当する場合には、擁壁の設置その他の法面崩壊防止の措置を講ずること。

ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、法面の安定を保つために

擁壁等の設置が必要でないと認められるとき又は採石法が適用される場合で砕石

技術指導基準によるときを除く。 

 

ア 切土等を行った後の法面の勾配が３の切土若しくは盛土の各項によること

が困難であるか、又は適当でない場合。 

イ 人家、学校、道路等に近接し、かつ、次の(ア)又は(イ)に該当する場合。 

（ア）切土により生ずる法面の勾配が 30 度（約 1.7 割）より急で、かつ、高さ

が２ｍを超える場合。ただし、硬岩盤である場合又は次のいずれかに該当す

る場合は、この限りではない。 

ａ 土質が表３の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた法面の勾

配が同表中欄の角度以下のもの。（図１、図２、図３参照） 

ｂ 土質が表３の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた法面の勾

配が同表中欄の角度を超え、同表右欄の角度以下のもので、その高さが５

ｍ以下のもの。 

（ａ）ａに該当する法面の部分により上下に分離されているときは、ａに該

当する法面の部分は存在せず、その上下の法面は連続しているものとみ

なす。（図４－１参照） 

（ｂ）小段等によって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面

の下端を含み、かつ、水平面に対し 30 度の角度をなす面の上方に上層

の崖面の下端があるときは、その上下の崖を一体のものとみなす。 

（図４－２参照） 

 

 ［表３］土質別の擁壁等の設置勾配 

   

（イ）盛土により生ずる法面の勾配が 30 度より急で、かつ、高さが１ｍを超え

る場合。（図５の塗りつぶし部参照） 

土質
擁壁等を要しない

勾配の上限
擁壁等を要する

勾配の下限

軟岩（風化の著しいものを除く） 60度（１：0.58） 80度（１：0.18） 図１

風化の著しい岩 40度（１：1.19） 50度（１：0.84） 図２

砂利、真砂土、硬質粘土、その他
これに類するもの

35度（１：1.43） 45度（１：1.00） 図３
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（図１）軟岩の場合（風化

の著しいものを除

く） 

（図２）風化の著しい岩の 

    場合 

（図３）砂利、真砂土、硬質

粘土その他これに類

するもの 

  

 
 

   （図４―１）法面が上下に分離されている場合 

 

法面Ｂが表３の中欄の角度以下に該当し、法面ＡとＣの勾配が図１から図３の塗り

つぶし部に該当する場合にあっては法面の高さは ha＋hc として算定する。                                      

 

（図４－２）上下に分離された崖がある場合 

 

 

 

 

（図５）盛土による法面の勾配が急な場合 

 

 

 

（２）擁壁の構造 

ア 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されな

いこと。 
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イ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。この場合、擁壁に作用する土圧等の

合力の作用点が擁壁底版中央の底版幅の１/３（地震時は２/３）の範囲内に入

り、安全率は 1.5 以上（地震時は 1.2 以上）であること。 

ウ 土圧等によって擁壁が滑動しないこと。この場合における安全率は 1.5 以上

（地震時は 1.2 以上）であること。 

エ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

オ 擁壁には、その背面の排水を良くするための水抜穴を設けること。 

 

［注］１ 鉄筋又は無筋コンクリート造りの擁壁の構造が前記ア～オの安全基準を満

たす場合には、「土木構造物標準設計図集」（国土交通省）等の標準設計に

よることとして差し支えない。 

   ２ 宅地造成を目的とする場合にあっては、都市計画法（昭和 43年法律第

100 号）第 33条第１項第７号の擁壁の基準及び宅地造成等規制法（昭和 36

年法律第 191 号）第９条の擁壁の基準によることとして差し支えない。 

 

（３）法面保護  

切土等を行った後の法面が雨水、渓流等により浸食されるおそれがある場合に

は、法面保護の措置をすること。 

ア 植生による保護（実播工、伏工、筋工、植栽工等）を原則とし、植生による

保護が適さない場合又は植生による保護だけでは法面の浸食を防止できない

場合には、人工材料による適切な保護（吹付工、張工、法枠工、柵工、網工等）

を行うこと。 

イ 工種は、土質、気象条件等を考慮して決定し、適期に施行すること。 

ウ 表面水、湧水、渓流等により法面が浸食され、又は崩壊するおそれがある場

合には、排水施設又は擁壁の設置等の措置をすること。この場合における擁壁

の構造は、(２)によるものとする。 

 

５ 土砂の流出防止 
  

開発行為に伴い相当量の土砂が流出し、下流地域に「災害が発生するおそれがあ

る」場合には、開発行為に先行して十分な容量及び構造を有するえん堤等の設置、

森林の残置等の措置を適切に講ずること。 
  

（１）えん堤等（沈砂池） 

えん堤等の設置は、次によること。 
  

ア えん堤等の容量は、開発行為の期間中及び開発行為の終了後、地表が安定す

るまでの期間において表４を標準とする流出土砂量を貯砂し得るものである

こと。また、えん堤等と洪水調節池の機能を兼用する場合には、両者の機能を
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満足する容量が確保されていること。 

 

［表４］１ha 当たり流出土砂量 
   

 

開発行為の期間中 

 

 

特に目立った表面侵食

のおそれが見られない

場合 

脆弱な土壌で 

全面的に侵食の 

おそれが高い場合 

 

左記以外 

 

200ｍ3/年 600ｍ3/年 400ｍ3/年 

開発行為終了後 

地表が安定するまで 

裸 地 草 地 林 地 

50ｍ3/年 15ｍ3/年 １ｍ3/年 
 

［注］裸地の値は開発行為終了後３年目までの数値とし、３～５年目は 20ｍ3 とする。 

 

（ア）開発行為の期間中における流出土砂量は、えん堤等の管理が適切に行われ、

随時堆積土砂を排除することができる構造である場合においては、４か月程

度を想定したものとして差し支えない。 

（イ）ゴルフ場等の大規模な開発行為及び当該開発行為が公共施設等の近隣で実

施される場合には、原則として５年間の流出土砂量を見込むこと。 

イ えん堤等の設置箇所は、極力土砂の流出地点に近接した位置であること。 

［参考］沈砂池の構造等は、次の技術的基準によること。 

 ・「治山技術基準解説」（一般社団法人 日本治山治水協会） 

 ・「治山ダム・土留工断面表」（旧財団法人 林業土木コンサルタンツ） 

 ・「国土交通省河川砂防技術基準同解説」（公益社団法人 日本河川協会） 
  

 

（２）災害が発生するおそれがある区域 

     「災害が発生するおそれがある区域」については表５に掲げる区域を含む土地

の範囲とし、次のア及びイを目安に現地の荒廃状況に応じて整理すること。 

    なお、表５に掲げる区域以外であっても、同様のおそれがある区域については

「災害が発生するおそれがある区域」に含めることができる。 

   ア 山腹崩壊や急傾斜地の崩壊、地すべりに関する区域については、「土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律

第 57 号。以下「土砂災害防止法」という。）」の土砂災害警戒区域の考え方

を基本とすること。 

イ 土石流に関する区域については、土石流の発生の危険性が認められる渓流

を含む流域全体を基本とすること。ただし、土石流が発生した場合におい

て、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域

を除く。 
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［表５］災害が発生するおそれがある区域   

 区 域 の 名 称 根 拠 と す る 法 令 等 

 砂防指定地 砂防法 

急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

地すべり防止区域 地すべり等防止法 

土砂災害警戒区域 土砂災害防止法 

災害危険区域 建築基準法 

山腹崩壊危険地区  

山地災害危険地区調査要領 

 

地すべり危険地区 

崩壊土砂流出危険地区 
 

 

（３）検討結果の整理 

    上記の検討結果を整理し、必要な措置の内容について要綱第４条又は第７条

に基づく「計画書（別記様式）」に必要な事項を記載すること。 

また、開発行為の施行中において、設置した防災施設等が十分にその機能を

発揮できるよう、当該防災施設等の点検、損傷箇所の修繕、堆積した土砂の撤

去等の維持管理の方法を開発行為に関する計画書に記載すること。 
 

（４）森林の保全 

     森林の残置等は、第５の１によるものであること。 

 

６ 排水の処理 
 

雨水等を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合には、十分な能

力及び構造を有する排水施設を設けること。 
 

（１）通水断面 

排水施設の断面は、計画流量の排水が可能になるように余裕をみて定めること。

この場合、計画流量の算定は、原則として次によるものとし、断面は計画流量の

1.2 倍以上の排水が可能なものとすること。 

なお、雨水のほか土砂等の流入が見込まれる場合又は排水施設の設置箇所から

みていっ水による影響の大きい場合にあっては、排水施設の断面は、必要に応じ

て大きく定めること。 
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ア 排水流量の算定 
 

 

 Ｑ２ ＝ Ｖ ・ Ａ 

     Ｑ２：排水流量（ｍ3/sec） Ⅴ：流速（ｍ/sec） Ａ：通水断面積（㎡） 

 流速はマニング式によるものとし、粗度係数（ｎ）は、表６の値を標準とする。 

 

Ⅴ ＝ 
 

 

１ 
 

     2/3      1/2 

・ Ｒ  ・ Ｉ 

ｎ 

     ｎ：粗度係数 Ｒ：径深＝Ａ/ｐ（ｍ） Ｉ：水路勾配（分数又は小数） 
 
 

  ［表６］粗度係数 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

排水施設の種類  粗度係数（ｎ） 

素掘り 

 

 

 土 0.020 ～ 0.025 

砂レキ 0.025 ～ 0.040 

岩 盤 0.025 ～ 0.035 

現場施工 

 

 

 

セメントモルタル 0.010 ～ 0.013 

コンクリート 0.013 ～ 0.018 

粗 石 

 

練 積 0.015 ～ 0.030 

空 積 0.025 ～ 0.035 

工場製品 

 

 

遠心力鉄筋コンクリート管 0.011 ～ 0.014 

コンクリート管 0.012 ～ 0.016 

コルゲートパイプ 0.025 ～ 0.035 
 
 
 
 
 

イ 雨水流出量の算定 

原則として次の合理式により算出する。ただし、降雨量と流出量の関係が、別途

高い精度で求められている場合には、これによって算出することとして差し支えな

い。 
 

Ｑ１ ＝ 
 
  

  １ 
 

・ ｆ ・ ｒ ・ Ａ 

 
 

360 

Ｑ１：雨水流出量（ｍ3/sec）＝ピーク流量 ｆ：流出係数 

ｒ：設計雨量強度（mm/hr） Ａ：集水区域面積（ha） 
 
 

（ア）流出係数（ｆ）は、表７を標準とし、区分の適用については、おおむね、山

岳地は浸透能小、丘陵地は浸透能中、平地は浸透能大として差し支えない。 
 



14 

 

  ［表７］流出係数 

   

   

   

   

   

   

区 分 

地表状態 

浸  透  能 

小 中 大 

林 地 0.6 ～ 0.7 0.5 ～ 0.6 0.3 ～ 0.5 

草 地 0.7 ～ 0.8 0.6 ～ 0.7 0.4 ～ 0.6 

耕 地 － 0.7 ～ 0.8 0.5 ～ 0.7 

裸 地 1.0 0.9 ～ 1.0 0.8 ～ 0.9 
 

   なお、地表状態が太陽光パネル等の不浸透性の材料で覆われる箇所の流出係数に

ついては、おおむね、山岳地は浸透能小(1.0)、丘陵地は浸透能中(0.9～1.0)、平

地は浸透能大(0.9)として差し支えない。 

（イ）設計雨量強度（ｒ）は、到達時間を勘案して定めた表８の単位時間内の 10

年確率で想定される雨量強度とすること。ただし、人家等の人命に関わる保

全対象が事業区域に隣接する場合など排水施設の周囲にいっ水際に保全対象

に大きな被害を及ぼすことが見込まれる場合については、20 年間で想定され

る雨量強度を用いるほか、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 号第１  

項第４号のロ又は土砂災害防止法第８条第１項第４号でいう要配慮者利用施

設等の災害発生時の避難に特別の配慮が必要となるような重要な保全対象が

ある場合は、30年確率で想定される雨量強度を用いること。 
 
 

  ［表８］単位時間                            

   

   

   

 

流域面積 単位時間 

50ha以下 10分 

100 〃 20分 

500 〃 30分 
 

なお、本県の 10 年確率で想定される雨量強度については、実測値以外の場合

にあっては、次の降雨強度式による。 

（「とくしまの河川と海岸」（徳島県河川整備課）参照） 
 
 

Ｉ ＝ 
  

 

  ｂ 
 
 
   
  

ｔｎ ＋ ａ 

I：10 年確率の雨量強度（mm/hr）ｔ：雨水の到達時間（分）ａ、ｂ、ｎ：定数 
     

（２）排水施設の構造等 

ア 排水施設は、立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐

久力を有する構造とし、漏水が最小限度となるよる措置すること。 
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イ 排水施設のうち暗きょである構造の部分には、維持管理上必要な"ます"又は

マンホールの設置等の措置をすること。 

ウ 放流によって地盤が洗掘されるおそれがある場合には、水叩きの設置その他

の措置をすること。 

   エ 排水施設は、排水量が少なく土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれのない

場合を除き、排水を河川等又は他の排水施設等まで導くように計画すること。 

  なお、河川等（１級河川、２級河川及び準用河川）又は他の排水施設等に排

水を導く場合には、当該河川等又は他の排水施設等の管理者の同意を得ている

こと。 

    オ  「太陽光発電設備の設置」を目的とした開発行為における排水施設の構造等

については、表面流を安全に下流へ流下させるための排水施設の設置等の対策

を適切に講ずること。 

     また、表面浸食に対しては、地表を流下する表面流を分散させるために必

要な柵工、筋工等の措置を適切に講ずること及び地表を保護するために必要

な伏工等による植生の導入や物理的な被覆の措置を適切に講ずること 

 

［注］アからエの基準については、宅地造成を目的とする場合にあっては、宅地造成

及び特定盛土等規制法第13条の排水施設の基準によることとして差し支えない。 

 

７ 洪水の抑止  
 

下流の流下能力を超える水量が排水されることにより災害が発生するおそれが

ある場合には、洪水調節池等の設置その他の措置を適切に講ずること。 

なお、洪水調節池等の設置に当たっては、別紙２の「洪水調節池等の設置に係る

計画例」により計画すること。 

 

（１）洪水調節池等の容量 

ア 洪水調節容量は、下流における流下能力を考慮の上 30 年確率（排水を導く

河川等の管理者との協議において必要と認められる場合には 50 年確率を用い

ることができる。）で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク

流量を開発前のピーク流量以下にまで調節できるものとする。 

イ 開発行為の施行前において既に３年確率で想定される雨量強度におけるピ

ーク流量が下流における流下能力を超える場合には、この超える量も調節でき

る容量であること。 

ウ 洪水調節池等の容量の計算は、簡便法、厳密計算法、その他適切な方法で行

われていること。 
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エ 流域の地形、地質、土地利用の状況等に応じて必要な堆砂量を見込んだ容量

とする。 

オ  開発行為の施行期間中における洪水調節池の堆砂量を見込む場合にあって、

開発行為に係る土地の区域１㏊あたり１年間に、特に目立った表面侵食のおそ

れが見られないときには 200ｍ3、脆弱な土壌で全面的に侵食のおそれが高い

ときには 600ｍ3、それ以外のときには 400ｍ3 とするなど、流域の地形、地質、

土地利用の状況、気象等に応じて必要な堆砂量とすること。 
 

（２）余水吐の能力 

コンクリートダムにあっては 200 年確率で想定される雨量強度におけるピー

ク流量の 1.2 倍以上、フィルダムにあってはコンクリートダムの余水吐の能力の

1.2 倍以上のものであること。ただし、200 年確率で想定される雨量強度を用い

ることが計算技法上不適当であり、本県の状況を踏まえ、100 年確率で想定され

る雨量強度を用いても災害が発生するおそれがないと認められる場合には、100

年確率で想定される雨量強度を用いることができる。 
 

（３）洪水調節の方式 

原則として自然放流方式とする。やむを得ず浸透型施設として整備する場合に

ついては、尾根部や原地形が傾斜地である箇所、地すべり地形である箇所又は盛

土を行った箇所等、浸透した雨水が土砂の流出・崩壊を助長するおそれがある箇

所には設置しないこと。  
 

［注］(１)から(３)の基準については、法令等の規定により許認可等を要する開発行

為であって、当該許認可等又はその申請等がされているもので、既に調節池を設

置しており、かつ、構造の変更が著しく困難なものについては、この限りでない。 

［参考］洪水調節池の構造等は、次の技術的基準によること。 

・「防災調節池等技術基準（案）解説と設計実例」（公益社団法人 日本河川協会） 

・「治山技術基準解説」 
 

８ 静砂垣等の設置等  
 

飛砂、落石、なだれ等の災害が発生するおそれがある場合には、静砂垣、落石防

止柵又はなだれ防止柵の設置その他の措置を適切に講ずること。 

 

９ 仮設防災施設の設置等  
 

開発行為の施行にあたって、災害の防止のために必要なえん堤、排水施設、洪水

調節池等について仮設の防災施設を設置する場合は、全体の施行工程において具体

的な箇所及び施行時期を明らかにするとともに、仮設の防災施設の設計は本設のも

のに準じて行うこと。 
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10 防災施設の維持管理  
 

開発行為の完了後においても、整備した排水施設や洪水調節池等が十分に機能を

発揮できるよう、土砂の撤去や豪雨時の巡視等の完了後の維持管理方法について明

らかにすること。 

 

11 都市計画法の基準の適合判断  
 

第２の１から 10 までにかかわらず、開発行為が都市計画法（昭和 43 年法律第

100 号）第 29 条第１項又は第２項の許可を要する場合は同法第 33 条第１項第７

号の基準に、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）第 12 条

第１項の許可を要する場合は同法第 13 条第１項の基準に、同法第 30 条第１項の

許可を要する場合は同法第 31 条第１項の基準に適合することをもって、法第 10 

条の２第２項第１号の基準に適合するものとする。 

 

 

第３ 水害の防止の要件（法第 10 条の２第２項第１号の２関係事項） 

 

  

１ 洪水の抑止 
 

開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域において、当

該開発行為に伴い増加するピーク流量を安全に流下させることができないことに

より水害が発生するおそれがある場合には、洪水調節池の設置その他の措置を適切

に講ずること。 
 

（１）洪水調節池等の容量 

洪水調節容量は、当該開発行為を実施する森林の下流のうち、30年確率（排水

を導く河川等の管理者との協議において必要と認められる場合には 50 年確率を

用いることができる。）で想定される雨量強度におけるピーク流量の増加率が

１％以上の範囲の中で、そのピーク流量を流下させることができない地点のうち、

開発行為による影響を最も強く受ける地点を選定し、当該地点での 30 年確率で

想定される雨量強度及び当該地点において安全に流下させることのできるピー

ク流量に対応する雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前の

ピーク流量以下にまで調節できるものとする。 
 

当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により

当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがないこと。
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（２）余水吐の能力 

第２の７の(２)によるものであること。 
 

（３）洪水調節の方式 

第２の７の(３)によるものであること。 

 

２ 都市計画法の基準の適合判断 

 

第３の１にかかわらず、開発行為が都市計画法第 29 条第１項又は第２項の許可

を要する場合は同法第 33 条第１項第３号の基準に適合することをもって法第 10 

条の２第２項第１号の２の基準に適合するものとする。 

 

 ３ 仮設の洪水調節池等の設置等 

 

水害の防止のために必要な洪水調節池等であって、仮設のものを設置する場合は、

全体の施行工程において具体的な箇所及び施行時期が明らかにされており、かつ、

設計が本設の洪水調節池等を設置する場合に準じて行われていること。 

 

  ４ 洪水調節池等の維持管理 

 

開発行為の施行中において、設置した洪水調節池等が十分にその機能を発揮でき

るよう、当該洪水調節池等の点検、損傷箇所の修繕、堆積した土砂の撤去等の維持

管理の方法が開発行為に関する計画書に記載されていること。 

また、開発行為の完了後においても維持すべき洪水調節池等の維持管理の方法に

ついても、同様に計画書に記載されていること。 

 

 
 

第４ 水資源の確保の要件（法第 10 条の２第２項第２号関係事項） 
 

 

１ 貯水池等の設置等 
 

他に適地がない等によりやむを得ず飲用水、かんがい用水等の水源として依存し

ている森林を開発行為の対象とし、周辺における水利用の実態等からみて必要な水

量を確保するため必要がある場合には、貯水池又は導水路の設置その他の措置を適

当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当

該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。



19 

 

切に講ずること。 

  

［注］導水路の設置その他の措置を講ずる場合には、取水する水源に係る河川管理者

等の同意を得ている等水源地域における水利用に支障を及ぼすおそれのないも

のであること。 

 

２ 沈砂池の設置等 
   

周辺における水利用の実態等からみて土砂の流出による水質の悪化を防止する

必要がある場合には、沈砂池の設置、森林の残置その他の措置を適切に講ずること。 

この場合における設置基準は、第２の４及び第５の１による。 

 

 

第５ 環境の保全の要件（法第 10 条の２第２項第３号関係事項） 

 

  

１ 森林の保全 

開発行為をしようとする森林の区域に、開発行為に係る事業の目的、態様、周辺

における土地利用の実態等に応じて、相当面積の森林若しくは緑地の残置又は造成

を適切に行うこと。     
［注］「相当面積の森林又は緑地の残置又は造成」とは、森林又は緑地を現況のまま

保全することを原則とし、やむを得ず一時的に土地の形質を変更する必要がある

場合には、可及的速やかに伐採前の植生回復を図ることを原則として森林又は緑

地が造成されることをいう。 

 

（１）森林又は緑地の残置又は造成の基準 

ア 残置し、若しくは造成する森林又は緑地の面積の事業区域内の森林面積に対

する割合は、表９の事業区域内において残置し、若しくは造成する森林又は緑

地の割合によること。 

（ア）残置し、若しくは造成する森林又は緑地は、開発行為の規模及び地形に応

じて、事業区域内の周辺部及び施設等の間に適切に配置すること。 

（イ）表９に掲げる開発行為の目的以外の開発行為については、その目的、態様、

社会的経済的必要性、対象となる土地の自然的条件等に応じ、表９に準じて

適切に措置すること。 

イ １事業区域内に異なる開発行為の目的に区分される複数の施設を設置しよ

当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当

該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがないこと。保全の機能からみて、
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うとする場合は、それぞれの施設ごとに区域を区分し、それぞれの開発行為の

目的別の基準を満たすものとする。 

ウ 残置森林等については、森林の公益的機能の発揮のために確保されるべきも

のであることから、当該森林における開発行為は原則許可しないこととする。 

エ 残置又は造成した森林については、将来にわたり保全又は形成に努めること。 
 
 

［表９］事業区域内において残置し、若しくは造成する森林又は緑地の割合及び森林

の配置等 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

土地開発

行為の 

目 的 

事業区域内において残

置し、若しくは造成す

る森林又は緑地の割合 

森林の配置等 

 

 

別荘地の

造成 

 

 

残置森林率はおおむね

60％以上とする。 

 

 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30ｍ以上の残置

森林又は造成森林を配置する。 

２ １区画の面積はおおむね1,000㎡以上とし、建

物敷等の面積はその面積のおおむね30％以下とす

る。 

スキー場

の造成 

 

 

 

 

 

 

 

残置森林率はおおむね

60％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30ｍ以上の残置

森林又は造成森林を配置する。 

２ 滑走コースの幅はおおむね50ｍ以下とし、複数

の滑走コースを並列して設置する場合はその間の

中央部に幅おおむね100ｍ以上の残置森林を配置

する。 

３ 滑走コースの上、下部に設けるゲレンデ等は１

箇所当たりおおむね５ha以下とする。また、ゲレ

ンデ等と駐車場との間には幅おおむね30ｍ以上の

残置森林又は造成森林を配置する。 

ゴルフ場

の造成 

 

 

 

森林率はおおむね50％

以上とする。（残置森

林率はおおむね40％以

上とする。） 

 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30ｍ以上の残置

森林又は造成森林（残置森林は原則としておおむ

ね20ｍ以上）を配置する。 

２ ホール間に幅おおむね30ｍ以上の残置森林又は

造成森林（残置森林はおおむね20ｍ以上）を配置

する。 

宿泊施設 

レジャー 

施設の 

設置 

森林率はおおむね50％

以上とする。（残置森

林率はおおむね40％以

上とする。） 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30ｍ以上の残置

森林又は造成森林を配置する。 

２ 建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね40％

以下とし、事業区域内に複数の宿泊施設を設置す
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る場合は極力分散させるものとする。 

３ レジャー施設の開発行為に係る１箇所当たりの

面積はおおむね５ha以下とし、事業区域内にこれ

を複数設置する場合は、その間に幅おおむね30ｍ

以上の残置森林又は造成森林を配置する。 

工場、 

事業場の

設置 

（太陽光

発電設備

の設置を

除く） 

森林率はおおむね25％

以上とする。 

 

 

 

 

 

１ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ha

以上の場合は、原則として周辺部に幅おおむね30

ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置する。これ

以外の場合にあっても極力周辺部に幅５ｍ以上の

残置森林又は造成森林を配置する。 

２ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね

20ha以下とし、事業区域内にこれを複数造成する

場合は、その間に幅おおむね30ｍ以上の残置森林

又は造成森林を配置する。 

太陽光発

電設備の

設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業区域内の開発

行為に係る森林の面

積が40ha未満の場合

は、森林率はおおむ

ね25%（残置森林率

はおおむね15%）以

上とする。 

２ 事業区域内の開発

行為に係る森林の面

積が40ha以上の場合

は、森林率はおおむ

ね60%以上とする。 

 

１ 原則として周辺部に残置森林を配置することと

し、事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20

ha以上の場合は、原則として周辺部におおむね幅

30ｍ以上の残置森林又は造成森林（おおむね30m

以上の幅のうち一部又は全部は残置森林）を配置

する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に幅

５ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置する。 

  また、稜線の一体性を維持するため、尾根部に

ついては、原則として残置森林を配置する。 

２ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね

20ha以下とし、事業区域内にこれを複数造成する

場合は、その間に幅おおむね30m以上の残置森林

又は造成森林（ただし、事業区域内の開発行為に

係る森林の面積が40ha以上の場合は、４のとおり

全て残置森林）を配置する｡ 

３ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ha

以上40ha未満の場合は、原則として周辺部におお

むね30m以上の残置森林又は造成森林（おおむね3

0m以上の幅のうち一部又は全部は残置森林）を配

置することとする。 

４ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が40ha

以上の場合は、原則として周辺部におおむね30m
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以上の残置森林を配置する。また、開発行為に係

る森林の区域は、位置の偏りが生じないようおお

むね均等にこれを配置し、開発行為に係る森林の

区域の間やその周辺部に十分な幅の残置森林を配

置する。 

（注） 「１箇所当たりの面積」とは、太陽光発電

設備（当該設備に付帯する設備を含む。）又

はその集団を設置するための開発行為に係る

土地の区域面積を指すものとする。 

住宅団地

の造成 

 

 

 

 

 

 

 

森林率はおおむね20％

以上（緑地を含む）と

する。 

 

 

 

 

 

 

１ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ha

以上の場合は、原則として周辺部に幅おおむね30

ｍ以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置する

。これ以外の場合にあっても極力周辺部に幅５ｍ

以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置する。 

２ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね

20ha以下とし、事業区域内にこれを複数造成する

場合は、その間に幅おおむね30ｍ以上の残置森林

又は造成森林・緑地を配置する。 

土石等の

採掘 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 原則として周辺部に幅おおむね30ｍ以上の残置

森林又は造成森林を配置する。 

２ 採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い、緑化及

び植栽する。また、法面は可能な限り緑化し、小

段平坦部には必要に応じ客土等を行い植栽する。 

 
［注］１ 上表における開発行為の目的等の適用範囲については、次のとおりとする。 

１）「別荘地」とは、保養等非日常的な用途に供する家屋等を集団的に設置する

土地をいう。 

２）「スキー場」の「ゲレンデ等」とは、滑走コースの上、下部のスキーヤーの

滞留場所であり、リフト乗降場、レストハウス等の施設用地を含む区域をい

う。 

３）「ゴルフ場」には、地方税法（昭和 25年法律第 226 号）等によるゴルフ場

の定義以外の施設であっても利用形態等からゴルフ場と認められる場合を含

むものとし、ゴルフ練習場にあってはゴルフ場と一体のものを除き「宿泊施

設、レジャー施設」の基準を適用する。 

４）「宿泊施設」とは、ホテル、旅館、ペンション、保養所等専ら宿泊の用に供

する施設及びその付帯施設をいい、リゾートマンション等所有者が複数とな

る建築物を含む。 

５）「工場、事業場」には、学校教育施設、病院等を含む。 

２  「事業区域内において残置し、若しくは造成する森林又は緑地の割合」の「お

おむね」は、その２割の許容範囲を示したものであり、適用は個別具体的事案に
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即して判断される。 

３ 「太陽光発電設備の設置」を目的とした開発については、林地開発許可後 に

採光を確保すること等を目的として残置森林又は造成森林を過度に伐採するこ

とがないよう、あらかじめ、樹高や造成後の樹木の成長を考慮して、残置森林又

は造成森林及び太陽光パネルの配置を計画すること。 
 
 

（２）森林の造成          

造成森林については、地域の自然的条件に適する高木性の樹木が均等に分布さ

れるよう植栽し、森林機能の早期回復を図ること。なお、高木とは、通常の成長

により樹高８ｍを超えるもので森林の上層を形成することができる樹種をいう。 

ア 苗木の大きさ及び植栽本数は、法第 10 条の５の市町村森林整備計画及び表

10 を基準として、植栽地の状況、森林機能が回復されるまでの期間等を勘案し、

適切なものを選定する。 

イ 植栽に当たっては、苗木の活着及び植栽後の生育が良好に保たれるよう、必

要に応じて表土の復元、客土等の措置を講じること。  
 

［注］住宅団地、宿泊施設等の間、ゴルフホール間等の造成森林であって、修景効果、

保健休養機能の発揮等を併せ期待する場合には、できるだけ大きな樹木を植栽す

ること。この場合において、植栽する樹種の特性、土壌等の条件を勘案して、50％

以内の範囲で高木性樹木以外の混植を行うこととして差し支えない。 

 

［表 10］樹高別植栽本数 

植栽樹木の樹高 植栽本数（１ha当たり） 

１ｍ以上 2,000本 

２ｍ以上 1,500本 

３ｍ以上 1,000本 
 

（３）緑化 

緑化は、原則として開発行為を行った全区域を対象とする。ただし、開発行為

終了後に用途を持った土地となる区域については除く。 

ア 緑化は、開発行為終了時の形状に応じた方法によるものとする。 

イ 緑化を行う場合の形態は、地質、土地、気象及び近傍にある既往の法面等の

状態等を勘案し、現地に適合したものが選定されていること。 

ウ 緑化時期等 

（ア）原則として開発行為終了時に完了されていること。 

（イ）開発行為の期間中であっても、最終残壁となる切土又は盛土法面及び小段

その他必要と認められる区域については、順次計画的に措置すること。 
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（ウ）植栽木等の生育の状況に応じて補植、施肥を行う等樹木が定着するまで適

正な維持管理が行われるよう措置すること。 

 

２ 生活環境の保全 
 

騒音、粉じん等の著しい影響の緩和、風害等から周辺の植生の保全等の必要があ

る場合には、開発行為をしようとする森林の区域内の適切な箇所に必要な森林の残

置又は必要に応じた造成を行うこと。 

この場合において、「周辺の植生の保全等」には、貴重な動植物の保護を含むも

のとし、「必要に応じた造成」には、必要に応じて複層林を造成する等安定した群

落を造成することを含むものとする。 

ア 開発区域が公共施設、店舗等不特定多数の住民が利用する施設や住宅に隣接

している場合には、開発行為の期間中の騒音、粉じん等による生活環境への負

荷を低減するため、隣接部分に高さ２ｍ以上の遮へい物を設置すること。ただ

し、当該箇所に幅５ｍ以上の森林が存在する場合においては、この限りでない。 

イ 工事車両の通行による粉じん等の低減を図るため、散水、清掃等の措置を講

ずるとともに、必要に応じて洗輪場を設置すること。 

 

３ 景観の維持 
 

景観の維持に著しい支障を及ぼすことのないように適切な配慮がなされている

こと。特に市街地、主要道路等から景観を維持する必要がある場合には、次に例示

する適切な措置を講ずること。 

ア 開発行為により生ずる法面を極力縮小するとともに、可能な限り法面の緑化

を図るよう措置すること。 

イ 開発行為に係る事業により設置される施設の周辺に森林を残置し、若しくは

造成し、又は木竹を植栽する等の措置をすること。 

ウ その他 

（ア）開発区域の出入り口はできる限り限定すること。 

（イ）開発区域周囲の緑化等、周辺の道路等からの遮へい措置を講ずること。 

（ウ）長大な法面又は擁壁が生じないように配慮すること。ただし、やむを得な

い場合には、法面又は擁壁は、周辺の景観と調和するよう努めること。 
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附則   

 １ この基準は、平成 17 年 3月 31 日から施行する。 

 

附則   

 １ この基準は、平成 29 年９月 29日から施行する。 

 

附則   

 １ この基準は、令和２年４月１日から施行する。 

 ２ この基準施行の際、既に許可されているものについては開発行為が完了するまで

従前の基準（平成 29 年９月 29 日付け森第 412 号で改正）を適用するものとする。 

 

附則   

 １ この基準は、令和５年４月１日から施行する。 

  ２ この基準施行の際、既に許可されているものについては従前の基準（令和２年３

月５日付け森第 688 号で改正）を適用するものとするが、面積の変更又は防災施設

の変更を伴う場合には当該基準（令和５年３月 29 日付け森第 726 号で改正）を適

用するものとする。 

 

附則   

 １ この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

  ２ この基準施行の際、既に許可されているものについては従前の基準（令和５年３

月 29 日付け森第 726 号で改正）を適用するものとするが、面積の変更又は防災施

設の変更を伴う場合には当該基準（令和８年４月１日付け森第 28 号で改正）を適

用するものとする。 
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【別紙１】用語の説明及び関係 

 

１ 用語の意味 
 

本基準で用いる用語の意味及び用語相互の関係は、次によるものとする。 
 

用語（記号） 
 

意       味 
 

１ 開発行為をしよう 

 とする区域 

 （事業区域） 

 

 

 開発事業者が権原を持ち、一体として事業を行おうとする区

域であって、対象民有林に含まれない森林、農地、許可の対象

とならない保安林、その他の全ての土地を含んだ区域とする。

この場合、土地の形質の変更等を予定している土地だけでなく

、土地の形質を変更しない周辺部の土地を含む。 

２ 開発行為をしよう 

 とする森林の区域 

 

 １の事業区域のうち、対象民有林の区域とする。この場合、

土地の形質の変更等を予定している土地だけでなく、土地の形

質を変更しない周辺部の土地を含む。 

３ 開発行為に係る 

 森林の区域 

 （林地開発区域） 

 ２の森林区域のうち、土地の形質を変更する予定の区域とす

る。この場合、一時的に土地の形質を変更する区域を含む。 

 

  残置森林 
 

２の森林区域のうち、土地の形質を変更せず森林のまま保全

する区域とする。 

 

  造成森林 
 

土地の形質の変更を行った後に、植栽により造成する森林を

いう。 

 

  造成緑地 
 

土地の形質の変更を行った後に、草本等により緑化する区域

をいう。  

 

  保安林 

 

法第25条により指定された森林をいい、法第41条により指定

された保安施設地区を含む。いずれも林地開発許可の対象とな

らない。 

  農地・その他 

 

 事業区域内であって、対象民有林以外の区域とする。事業区

域内に対象民有林に含まれない森林が存する場合は、「その他

」に含む。 
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２ 残置森林率又は森林率 
 

開発行為の内容に応じて求められる残置森林率又は森林率は、次の算式により算

定する。 
 

（１）残置森林率 

  残置森林面積 － 若齢林面積*2 

開発行為をしようとする森林区域の面積  × 100（％） 

   

（２）森林率 

  残置森林面積 ＋ 造成森林面積*3 

開発行為をしようとする森林区域の面積 × 100（％） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*2  残置森林率の算定に当たっては、森林機能が十分に発揮されるまでに至らない 15年生

以下の若齢林（ａ1、伐採跡地を含む。）は除外する。 

*3 開発行為の目的が「住宅団地の造成」である場合には、森林率の算定に当たり、対象民

有林以外の区域に造成する公園、緑地（法面緑地を含む。）などを造成森林、造成緑地と

して含めることができる。 
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【別紙２】洪水調節池等の設置に係る計画例 

 

１ 当該開発行為に伴いピーク流量を安全に流下させることができない地点の選定 
 

（１）当該開発行為をする森林の下流において、30 年確率（排水を導く河川等の管

理者との協議において必要と認められる場合には 50 年確率を用いることがで

きる。以下同じ。）で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク

流量を流下させることができない地点を選定する。 

 

（２）(１)の地点のうち、開発中及び開発後の 30 年確率降雨により想定される無

調節のピーク流量（Ｑ’ｉ30）が開発前のピーク流量（Ｑｏｉ30）に対して１％以上

増加する地点（ｉ）を選定する。 

     ただし、当該ピーク流量の増加率が１％未満であっても、当該河川等の管理

者が安全に流下させることができないとの判断が示された場合には、その地点

も選定する。 
 

（３）(２)の地点が生じない場合には、法第 10 条の２第２項第１号の２による洪

水調節池の設置は不要となる。 

   なお、(２)の地点が生じない場合であっても、同項第１号の要件に照らして

ピーク流量を調節することが必要な場合には、洪水調節池等を設置することが

必要である。 

 

２ 当該開発行為により影響を最も強く受ける地点の選定 
 

（１）１の(２)で選定した各地点について、それぞれ開発前の 30 年確率降雨によ

り想定されるピーク流量（Ｑｏｉ30）を超えない洪水調節池等からの放流量（ｑｉ

30）を算定する。    
 

［注］洪水調節池等からの放流量（ｑｉ30）の算定に当たっては、当該地域において

適合度の高い算式を用いることとし、例として次の式による。 

ａ × ｆｏ 

ｑｉ30 ＝ Ｑｏｉ30 × Ａｉ × Ｆｏｉ 

Ａｉ ：選定した各地点の集水面積（ha） 

Ｆｏｉ：選定した各地点の集水区域の開発前の流出係数 

ａ ：洪水調節池等の集水区域の面積（ha） 

ｆｏ ：洪水調節池等の集水区域の開発前の流出係数 
 
 

［注］ピーク流量の算定に当たっては、当該地域において適合度の高い算式を用いることとし、

適当な算式がない場合にはラショナル式を用いる。
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（２）(１)で算出した各地点ごとの洪水調節池等からの放流量（ｑｉ30）が最小とな

る地点（ｊ）を「当該開発行為による影響を最も強く受ける地点」（以下「当

該地点」という。）として選定する。 

     ただし、１の(２)で求めた各地点の中で、地点（ｊ）に比べ流下能力が著し

く小さい地点（ｋ）が存在する場合（地点（ｊ）においてｎｊ年確率降雨により

想定されるピーク流量を流下させることができ、地点ｋにおいてｎｋ年確率降

雨により想定されるピーク流量を流下させることができるときに、両地点の確

率年がｎｊ＞ｎｋとなる場合）又は当該河川等の管理者が必要であると判断した場

合には、その地点（ｋ）も当該地点として選定する。 

     いずれの場合においても、当該地点の選定に当たっては、当該地点の河川

等の管理者の同意を得ることが必要である。 

 

３ 当該開発行為による影響を最も強く受ける地点における許容放流量の決定 
 

（１）２の(２)で選定した当該地点の当該洪水調節池等からの放流量（ｑｉ30）を 30 年

確率降雨に対する洪水調節池等からの許容放流量（ｑｐｃ30）として決定する。 
 
 

（２）当該地点が地点（ｊ）の場合、地点（ｊ）における開発前のｎｊ （当該地点が地

点（ｋ）の場合にはｎｋとする。以下同じ。）年確率降雨で想定されるピーク流量

（Ｑｏｎｊ）をもとに、当該洪水調節池等からの放流量（ｑｊｎｊ）を算定し、これをｎ

（＝ｎｊ）年確率降雨に対する洪水調節池等からの許容放流量（ｑｐｃｎ）として決定

する。 
   

［注］ｎｊ年確率降雨における当該洪水調節池等からの放流量（ｑｊｎｊ）の算定に当たって

は、２と同様に、当該地域において適合度の高い算式を用いることとし、例として

次の式による。 

ａ × ｆｏ 

     ｑｊｎｊ ＝ Ｑｏｊｎｊ × 
 

Ａｊ × Ｆｏｊ 
 

Ａｊ ：地点ｊの集水面積（ha） 

Ｆｏｊ：地点ｊの集水区域の開発前の流出係数 

ａ ：洪水調節池等の集水区域の面積（ha） 

ｆｏ ：洪水調節池等の集水区域の開発前の流出係数 

 

４ 洪水調節池等の容量の決定 
 

洪水調節池等の容量を、洪水調節池等の集水区域における 30 年及びｎ年のそれぞ

れの確率降雨により想定される開発中及び開発後のピーク流量（ｑ30 及びｑｎ）を 30

年及びｎ年のそれぞれの確率降雨に対する洪水調節池等からの許容放流量（ｑｐｃ30 及

びｑｐｃｎ）に調節できる容量に決定する。 
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［注］洪水調節池等の容量の計算は、簡便法（確率降雨強度曲線の特性を応用して必

要調節容量を簡便に求める方法）、厳密計算法（洪水調節池の諸元を仮定し、シ

ミュレーションを繰り返し、洪水調節容量を求める方法）その他の適切な方法

により行う。 

ｎ年確率降雨も考慮するのは、30 年確率降雨により想定される開発中及び開

発後のピーク流量を調節できる洪水調節池等を設置した場合であっても、その

設計内容によってはｎ年確率降雨により想定される開発中及び開発後のピーク

流量を調節できない場合が想定されるためである。 

なお、30 年及びｎ年確率降雨により想定される開発中及び開発後のピーク流

量を調節できる洪水調節池等を設置することにより、ｎ年から 30年の間の頻度

で発生する雨量強度におけるピーク流量についておおむね調節できると考えて

差し支えない。 

 

 


